
～入退院時の多職種連携ルールについて～

医療と介護の両方が必要になっても安心して在宅生活が継続できる地域を目指して、平成２８年度から協議を

おこなってきました。連携システム部会では、平成３０年度に本ルールを作成し、より活用しやすいよう多職種に

アンケートをおこない、新たに改良を行いました。

山陽小野田市版

入退院時の多職種連携ルール

リーフレット版 （令和５年４月作成版）

多職種連携ルールに書いてあること

・入院前の日頃から市民や多職種が心がけ

ておくこと（平時の備え）

・入退院時の医療機関と多職種連携ルール

・介護保険申請が必要な患者の視点

・退院時の相談窓口

 平時の備え ②その他 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス提供事業所の役割

＊入院したことを聞いた時は

ケアマネジャーに連絡

本人・家族の心構え

＊入院したらケアマネジャーへ連絡

＊入院セットの準備をしておく
ケアマネジャーの役割

＊契約時に介護保険証に

居宅事業所の名前を記入、名刺を挟む

＊フェイスシートを更新しておく

平時の備え ①お薬手帳の活用

入退院時、多職種が連携する際のツールとして、お薬手帳を活用していきたいと思います。

＊薬の内容、処方した医師名、薬局名、処方された日付などを把握する。

＊本人、家族、多職種が共有したい情報について、気付いた人が、記入・貼り付ける。
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緊急連絡先

＜本人・家族の役割＞

＊緊急連絡先や既往歴、アレルギーな

どの健康情報を記入する。

＊受診時には、お薬手帳を持参する。

＊お薬手帳がいっぱいになった時は、

薬局で更新し、健康情報などを再度

記入する。

通院医療機関名

かかりつけ歯科医

担当ケアマネジャー

＜ケアマネジャーの役割＞

＊お薬手帳に事業所、名前を記入する。

＊月１回はお薬手帳を確認する。

＊本人・家族が緊急連絡先や既往歴、

アレルギーなどの健康情報を記入し

ているか確認する。



☆介護保険申請が必要な患者の視点☆

□立ち上がりや歩行に介助が必要
□排泄動作が難しい

□排泄の失敗が増えた

□認知症の診断があり

日常生活に支障がある

□がん末期

□医療処置の追加

□入退院を

繰り返している

□調理や掃除が

難しくなった

入退院時の多職種連携ルール医療機関の担当相談窓口
●小野田赤十字病院

TEL ８８－０２２１(代表)

(入退院時の窓口)地域医療連携室

●長沢病院

TEL ８３－３０００

(入退院時の窓口)地域連携室

●山陽小野田市民病院

TEL ８３－２３５５(代表)

(入退院時の窓口)地域医療連携室

●森田病院

TEL ８８－０１３７

(入退院時の窓口)看護師長

●山口労災病院

TEL ８3-2881（代表）

(入退院時の窓口)地域医療連携室

●紫苑リハビリ内科クリニック

TEL ７１－１３００

（入退院時の窓口）相談員

高齢者の相談窓口

「地域包括支援センター」

＊介護保険の利用 ＊介護予防

＊権利擁護（虐待・成年後見制度）

＊認知症支援 など

お気軽にご相談ください。


